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お い ら せ 町 



1．工事目的 

  本工事は、いちょう公園多目的グラウンド内のネットフェンス及び野球用バックネッ

トの老朽化に伴い、倒壊などの危険性がある既設ネットフェンスを撤去し、新たなネッ

トフェンスを設置することにより、公園利用者の安全な施設利用に資することを目的と

する。 

 

2．施工場所 

  おいらせ町いちょう公園多目的グラウンド（おいらせ町 沼端 地内） 

 

3．工期 

  契約締結の翌日から令和 ４年 １月３１日まで 

 

4．工事内容 

 1）既設ネットフェンス撤去工事 

既設のネットフェンスの撤去及び処分を行う。なお、コンクリート基礎部分は、新た

にネットフェンスを設置する際に再利用するため、撤去作業においては、必要最小限

の損傷に留めること。 

  【撤去工事数量】 

   ・既設ネットフェンス① H120／L=70.0m 

   ・既設ネットフェンス② H180／L=24.0m 

   ・既設バックネット L=28.0m 

   ※既設フェンスの一部撤去済あり（L=20m） 

 

 2）ネットフェンス設置工事 

   既設ネットフェンスの撤去後、既設コンクリート基礎を再利用し、新たにネットフェ

ンスを設置する。 

    【設置工事数量】 

   ・ネットフェンス①（VA5 型） H120／L=90.0m 

   ・ネットフェンス②（VAB5 型） H180／L=24.0m 

   ・ネットフェンス③（VAB5 型） H180／L=28.0m 

 

 3）コンクリート補修工事 

   基礎補修 1 式 

 

5．提出書類 

  ① 工事着工届 

  ② 現場代理人通知書 

  ③ 工事履行報告書（作業状況写真添付） 

  ④ 工事完成届 

  ⑤ その他、監督職員が必要と認める書類 



6.特記事項 

 (1)本工事は、本仕様書によるほか、「共通仕様書」（青森県県土整備部制定）に基づき、

施工する。 

(2)使用材料は、仮設材を除き、全て新品とし、監督職員の検査を受け、合格したものを

使用する。 

(3)取り外した構造物部材は、関係法令に基づき、適正に処分するとともに、処理した結

果は書面（産業廃棄物管理票等）により提出する。 

 

7．留意事項 

  作業にあたっては、公園内の利用者及び周辺の交通への安全を確保のうえ、発注者と

連絡を取り合い、施設の利用状況を確認したうえで、施設の利用に影響がない日を選

定する。 

 

8．その他 

    本仕様書で定めのない事項について疑義がある場合は、双方協議し定めるものとする。 

   


